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Ⅰ　は じ め に

　我が国における労働協約は，労働法制上，国家
法に次ぐ優位な地位を付与されているにもかかわ
らず，その存在感は必ずしも強くない。周知の通
り，労働組合の組織率は年々低下しており，協約
適用率はそれを更に下回っている。また，最近で
は，これまで当該企業内における正規労働者を組

織化の中心としてきた日本の企業別組合に対し，
労働者の多様化を背景に，その労働者代表機能に
関して，疑問が提起されるようになっている 1）。
それゆえに，一方において，新たな従業員代表制
度の整備をめぐり議論が生起していることもま
た，故無しとしない。
　しかし他方で，労働組合およびそれが担うとこ
ろの労働協約システムの将来像についての検討
も無視されてはならない 2）。なんとなれば，我が
国の憲法 28 条によれば，労働組合こそが労働者
代表の中心に位置付けられているからである 3）。	
そして，このような問題を検討するに当たって
は，日本とは異なる協約システムを持つ諸外国の
現状を正確に把握しておくこともまた，基礎的研
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本稿は，産業別労働協約を中心として協約システムが構築されてきたドイツおよびフラン
スの現状につき，検討を行ったものである。①ドイツにおいては，伝統的に産業レベルで
締結される産別協約が，当該産業における最低労働条件を定立し，使用者間での競争条件
を同一化する機能を果たしてきた。もっとも，1990 年代以降，産別労使団体の組織率低
下を主な背景として，産別協約の直接的な適用率が低下している。そのため，最近では，
伝統的な協約システムの機能を取り戻すため，「協約自治強化法」により，国家がより積
極的な介入に乗り出しつつある。②他方，フランスの協約システムにおいても，伝統的に
産別協約がドイツにおけるのと同様の機能を果たしてきた。もっとも，フランスの特徴は，
低い組合組織率にも関わらず，EU 内で最も高い協約適用率を実現してきた点にある。こ
れは，フランスにおいては，労使交渉の促進のため国家の強いイニシアティヴにより諸制
度が整備されてきたという経緯に由来する。現在においても，かかる状況に特段の変化は
無く，組合組織率がわずか 8％でありながら，フランスの産別協約は 98％の適用率を維持
している。③このようにみると，伝統的な協約システムを維持し，これを実効的に機能さ
せるために，様々な形で介入を行おうとする国家の姿勢において，ドイツはフランスに接
近しつつある。かかる両国の経験からすれば，我が国においても，労働組合の組織率が低
下し，協約適用率はこれを更に下回るなかで，協約システムの機能を取り戻すため国家は
何をすべきなのか（あるいは何をすべきでないのか）という問題について，改めて考えて
みる必要がある。
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究としては有益であろう。そこで，本稿では，伝
統的に産業別労働協約を中心として協約システム
が構築されてきたドイツおよびフランスの現状 4）

をフォローすることで，我が国における協約シス
テムの再検討に向けた視座を提示することとした
い。

Ⅱ　ドイツにおける協約システム 5）

1　協約交渉の基本構造

（1）当事者
　ドイツにおいては，伝統的に，産業別に組織
された労働組合および使用者団体が，協約シス
テムにおいて中核的な役割を果たしてきた。こ
れは，労働組合のナショナル・センターである
ドイツ労働総同盟（DGB）が，戦後，労働組合
の再建に当たって，いわゆる「産業別組織原則

（Industrieverbandsprinzip）」に従い，1 つの産業
を管轄する労働組合を 1 つに限ることによって，
組合組織力の強化を図り，またこれに対応する
形で，使用者団体も産業別に組織されていった
という歴史的経緯によるものである。現在でも，
DGBに加盟している8の産業別労働組合，および，
使用者団体のナショナル・センターであるドイツ
使用者団体連合（BDA）に加盟している 54 の産
業別使用者団体が，協約締結の当事者（協約当事
者）として，ドイツの協約システムにおける重要
なアクターとなっている。
　ところで，ドイツにおいては，労働組合に協約
締結権限が認められるためには，いわゆる「協約
能力（Tariffähigkeit）」を備える必要があると解
されている。これは，労働協約法上，労働協約が
労働関係の内容等を定める法規範（Rechtsnormen）
とされていることから，その内容の正当性

（Richtigkeit）を担保するために，判例上形成さ
れてきたものである。具体的には，労働組合は，
①民主的組織であること，②社会的実力（sozial	
Mächtigkeit）を備えていること，③協約締結意思
を有していること，④現行の労働協約制度を承認
していること，という 4 つの要件を充たさなけれ
ばならない 6）。なかでも，②社会的実力の要件は，

労働組合に対し，協約交渉において使用者側へ圧
力を行使することができ，かつ，締結された協約
を実施するために十分な資金力や人的・物的設備
を備えていることを要求するものである。
　それゆえ，ドイツにおいては，例えば組織規模
が小さく交渉力が脆弱な労働組合には，そもそも
協約締結権限は認められない。翻って，DGB 傘
下の産別組合のように，強固な組織的基盤と交渉
力を具備している労働組合についてのみ，協約締
結権限が付与されているのである。
（2）団体交渉法制

　かくして，ドイツにおいては協約交渉（団体交
渉）も，主として産業別に組織された労働組合お
よび使用団体との間で展開されることとなるわけ
であるが，我が国におけるのとは異なり，ドイツ
では協約自治（基本法 9 条 3 項）の尊重という観
点から，協約交渉に関する法規制は存在しない。
連邦労働裁判所も，相手方に対して，協約交渉の
開始・継続を義務付けるという意味での交渉請求
権を否定している 7）。そのため，ドイツにおける
協約交渉の形態は，専ら協約当事者間での自治に
委ねられている。
　この点につき，例えば，建設産業や化学産業に
おいては，全国レベルを交渉単位として中央交渉
が行われている一方，金属産業では地域レベルで
協約交渉が行われている。とりわけ，後者にお
いては，1 つの地域をパターン・セッターに指定
し，そこでの交渉結果を他の地域に波及させるパ
イロット協約方式が採られており，最近では，ダ
イムラー（Daimler	AG）をはじめ，主要な企業が
集積しているバーデン・ヴュルテンベルク地域が，
かかるパターン・セッターの役割を果たしている。

2　産業別労働協約の意義と機能

　このように，ドイツの協約交渉は，産業ごとに
全国レベルまたは地域レベルで行われることか
ら，労働協約も，全国または地域を締結単位とす
る企業横断的な広域協約（Flächentarifvertrag）と
して，締結されることとなる。ドイツにおいては，
規範的効力によって労働協約の直接的な適用を受
けるのは，当該協約を締結した労働組合の組合員
に限られ，非組合員には適用されないのが原則（労
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働協約法 3 条 1 項，4 条 1 項）であるが，一定の要
件（①当該協約に拘束される使用者が当該協約の適
用範囲にある労働者の 50％以上を雇用していること，
②一般的拘束力宣言が公共の利益のために必要であ
ると思慮されること）を充たす場合には，労・使
それぞれのナショナル・センターからの代表者 3
名で構成される協約委員会の同意を得て，連邦労
働大臣が一般的拘束力宣言を行うことで，当該協
約はその適用範囲内にある非組合員に対しても，
適用されることになる（労働協約法 5 条）。そして，
ドイツにおいては労働協約法上，いわゆる有利
原則が認められていることと相まって，産別協約
は当該産業において，広く最低労働条件を定立す
る機能を果たしてきた（保護機能）。これはまた，
使用者の側にしてみれば，市場における労働条件
の引き下げを通じた競争が排除され，競争条件が
同一化されることをも意味する（秩序機能）。
　もっとも，我が国においても既に知られている
ように，1990 年以降，かかる産別協約を中心と
したドイツの労働協約システムは，危機的状況に
あることが指摘されている 8）。とりわけ深刻であ
るのは，産別協約適用率の著しい低下である。こ
の点につき，統計 9）によれば，1996 年時点では，
旧西ドイツ地域において産別協約が適用される
労働者の割合は全体の 69％であったのが，2012
年には 53％まで落ち込んでいる。また，旧東ド
イツ地域はより顕著であって，1996 年時点では
56％であった適用率が 36％にまで落ち込んでい
るのである。
　その理由としてまず挙げられるのは，産業構造
の変化（製造業からサービス業への移行）や，それ
に伴うホワイトカラー労働者の増加，非正規雇用
の増加，労働者の個人主義化等を背景とした，組
合組織率の低下であろう。DGB 傘下の産業別労
働組合だけでいえば，1991 年の時点で 1000 万人
を超えていた組合員数は，2013 年には約 614 万
人にまで減少している 10）。また，産別協約が適
用されることを嫌って使用者団体から脱退した
り，あるいは新設企業が使用者団体への加盟を避
けるという「協約からの逃避（Tarifflucht）」現象
によって，使用者団体の組織率が年々低下してい
ることも，協約適用率の低下に大きく作用してい

る 11）。とりわけ，かかる使用者団体組織率が低
下した結果，一般的拘束力宣言の要件（上記・①）
が充たせなくなり，一般的拘束力宣言を受ける労
働協約数が減少していることは，見逃されてはな
らない 12）。かくして，産別協約の適用率は年々
低下傾向を辿り，それによる直接的な保護を受け
ない労働者層が広がってきている現状にある。
　但し，ドイツにおいては実務上，事業所内に組
合員と非組合員がいる場合には，使用者と非組合
員との間の個別労働契約において，組合員に適用
されている協約を引用する旨の条項が置かれるこ
とが多い点には留意を要しよう。かかる引用条項

（Bezugnahmeklausel）13）を用いることで，非組合
員に対しても，当該協約が定めるのと同一の労働
条件が適用されることになる。そして，統計 14）

によれば，組合員に対する協約の直接的な適用の
みならず，かかる引用条項を用いた非組合員に対
する間接的な適用をも含めると，現在でも，約
70％の労働者が産別協約の適用を受けて就労して
いることになる。その点では，ドイツにおける産
別協約は，その直接的な適用率は低下しているも
のの，労働条件設定規範としての重要性は，現在
なお維持しているとの見方が可能であろう。

3　労働条件規整権限の分権化

　ところで，ドイツにおける協約システムの危機
という文脈のなかでは，2で述べた協約適用率の
低下と並んで，労働条件規整権限の産業レベルか
ら事業所レベルへの分権化という現象も指摘され
ている。特に，ドイツにおいては 1990 年代以降，
いわゆる開放条項を用いた分権化が大きなテーマ
となっているが，ここでは，かかる分権化が実際
のところどの程度進んでいるのかを検討しておき
たい。
（1）二元的労使関係と協約優位原則

　周知の通り，ドイツにおいては，上記でみた産
業レベルでの労使関係のほか，事業所レベルでも，
各事業所における従業員代表機関である事業所委
員会と個別使用者によって形成される労使関係が
存在する（二元的労使関係）。
　そして，かかる事業所レベルにおいても，当該
事業所における全労働者によって選出された事業
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所委員会には，事業所組織法に基づき共同決定権
が付与され，使用者と事業所協定を締結すること
により，労働関係に対する規範設定が可能とされ
ている。もっとも，かかる事業所委員会が，産業
レベルでの労働者代表である労働組合と同一の権
限を持つとすれば，相克が生じうるため，両者の
関係はいわゆる協約優位原則により整序されてい
る。すなわち，事業所組織法 77 条 3 項 1 文は，「労
働協約で規整される，または規整されるのが通常
である賃金その他の労働条件は，事業所協定の対
象とされてはならない。」と定めることで，労働
組合の優位性を担保しているのである。
　もっとも，労働協約法 4 条 3 項により，協約自
体が協約からの逸脱を許容する条項（開放条項）
を置いている場合には，協約優位原則による遮断
効（Sperrwirkung）が解かれ，事業所協定により
協約の水準を下回る労働条件を定めることが可能
とされている。そして，ドイツでは，とりわけ経
済停滞期であった 1990 年代において，下方硬直
性の高い産別協約から逸脱し，個別事業所におけ
る労働条件の柔軟性を確保するため，かかる開放
条項が多用されるに至った。
（2）開放条項の実際―金属産業を例に

　それでは，現在のドイツの産別協約は，開放条
項により，どの程度事業所内での労働条件規整の
余地を認めているのであろうか。この点を，金属
産業における協約 15）を例に，中核的労働条件で
ある労働時間と賃金の領域に限って，確認してお
きたい。
　まず，労働時間についてみると，金属産業にお
いては，変形労働時間制や土曜日への週所定労働
時間の配分，労働時間口座制，時間外労働，時間
外労働の代休付与による調整，操業短縮，深夜労
働・交代制勤務・日曜および祝祭日労働等の事項
について，事業所委員会との事業所協定により，
その実施や導入を可能とすることで，一種の弾力
的な規制を行っている。ただ，基本的にこれらの
事項は，事業所組織法 87 条 1 項が定める共同決
定事項（社会的事項）であって，仮に協約の遮断
効が及ばない場合には，事業所内での規制が当然
に予定されているものであるから，これらの事項
について事業所内での労働条件規整の途が開かれ

ているのは，むしろ自然なことといえよう。
　これに対して，金属産業の産別協約内で注目さ
れるのは，週労働時間の長さ自体についても柔軟
性を担保する開放条項が存在する点である。す
なわち，金属産業においては，週労働時間は原
則 35 時間とされているが，賃金等級 14 以上に格
付けられている労働者が全労働者の半数以上であ
る事業所においては，個別同意によって週労働時
間を延長できる労働者の割合を原則である 18％
から 50％を上限として引き上げること，および，
かかる割合の範囲内において，個別同意による延
長と並んで，一定の労働者グループまたは部門に
ついて週労働時間を 40 時間にまで延長すること
が，事業所協定によって可能となっている（一般
協約 7 条）。ただ，かかる延長の対象となるのは，
賃金等級が 1 から 17 まであるうち，14 以上とい
う高いランクに格付けられている労働者に限られ
ているから，この開放条項に基づく週労働時間の
延長は，協約水準からの逸脱というよりも，むし
ろ労働の高度化・専門化に合わせて柔軟性を担保
するという色彩が強い。
　他方，賃金についてみると，産別協約が定める
賃金規制からの逸脱については，かなり厳格に管
理しようとする協約当事者の姿勢がうかがわれ
る。すなわち，協約中では，例えば事業所委員会
との合意により，協約の規定とは異なる賃金等級，
職務評価制度等を定めることを可能とする開放条
項が置かれているが，その利用には，あくまで協
約当事者の書面による同意が要件とされている

（賃金基本協約 23 条）。また，協約による賃上げが，
企業の経営危機をもたらす場合には，当該企業に
ついての特別規定が定められることで，その状況
に応じた柔軟な対応を可能とする，いわゆる経営
危機条項（Härteklausel）も定められてはいるが，
かかる開放条項の利用は，①企業と事業所委員会
が共同で申請を行うこと，②企業が再建計画を提
示すること，③経営を理由とする解約告知を行わ
ないことを条件に，協約当事者自身が特別の定め
を行うという，産別組合および使用者団体の強い
関与のもとで初めて認められるものとなっている

（賃金協約 4 条）。
　以上をみるに，ドイツにおいては今なお，中核
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的労働条件である賃金・労働時間についても，開
放条項によって，事業所レベルで柔軟な労働条件
を定めることが可能とされている。しかし，総
じていえば，それらは産別レベルでの労働条件
規整を中心とした従来のシステムを覆すほどの
ものであるようには思われない。とりわけ，賃金
に関しては，開放条項による分権化の余地は存
するものの，その際には協約当事者による強い
関与が予定されている。その点では，ドイツに
おける分権化現象は，産別レベルの労使関係に
よって「コントロールされた分権化（kontrolierte	
Dezentralisierung）」の範囲内にあると評価するの
が，適切であろう。

4　協約自治強化法

　それゆえ，現在のドイツの協約システムをめ
ぐっては，かかる分権化現象よりも，むしろ 2で	
みた協約適用率の低下に関心が集まっている。こ
の点については，2013 年 9 月 22 日のドイツ連
邦議会選挙においても重要なテーマとなってい
たところ，同選挙により，第一党となったキリ
スト教民主社会同盟（CDU/CSU）は，社会民主
党（SPD）との連立協定 16）のなかで，「協約自治

（Tarifautonomie）の強化」を掲げるに至った。そ
して，同協定内において，協約自治強化のための
具体的手段として明記されたのが，①法定最低賃
金制度の導入と，②一般的拘束力宣言制度の改正
である。これらの内容は，2014 年 4 月 2 日の閣
議決定により既に法案化 17）されているため，以
下では同法案の内容について，簡単に紹介してお
きたい。
　まず，同法案は第 1 章において，①全国一律の
法定最低賃金制度の導入について規定する。それ
によれば，2015 年 1 月 1 日以降，ドイツにおけ
る全ての使用者は労働者に対し，少なくとも 1 時
間当たり 8.50 ユーロを支払わねばならない。か
かる法定最賃制度は，協約適用率の低下ゆえに，
低賃金で就労する労働者層が増加してきたことを
踏まえて導入されるものであり，これによって，
まずは協約による保護の外にある労働者層に対し
て，セーフティー・ネットが敷かれることとなる。
　そして更に，法案の第 5 章は，労働協約法上の

一般的拘束力宣言制度の改正を規定する。2でみ
た通り，従来は労働協約が一般的拘束力宣言を受
けるためには，「協約に拘束される使用者が，協
約の適用範囲内にある労働者の 50％以上を雇用
していること」が要件とされてきたが，法案では

「公共の利益にとって必要と思慮される場合」と
いう統一的要件に変更され，これに該当する場合
として，「労働協約がその適用範囲内において，
労働条件決定にとって，主たる役割（überwiegend	
Bedeutung）を担っている場合」，および「誤った
経済発展に対する協約上の規範設定の有効性を確
保するために，一般的拘束力宣言が必要とされる
場合」が明記されている。一般的拘束力宣言を受
けている労働協約数の減少が，協約適用率低下の
一因となっている現状を踏まえ，これに歯止めを
かけるために，実体的要件を緩和したものといえ
よう。	
　このように，ドイツにおいては，伝統的な協約
システムの機能を取り戻し，これを強化するため
に，国家が積極的な介入に乗り出している状況に
ある。かかる「協約自治強化法」案は，2014 年 7
月 3 日に連邦議会において可決されており，2015
年 1 月 1 日から施行される予定である。

5　小　括

　ドイツにおいては，労働協約法上，労働協約に
対し「法規範」としての位置付けが与えられてい
るなかで，伝統的には産別協約が，当該産業にお
ける最低労働条件を定立し，使用者間での労働条
件の引き下げを通じた競争を排除する機能を果た
してきた。そして，現在でも，引用条項による間
接的な適用を含めれば，ドイツにおける労働者の
多くは産別協約によってカバーされている。また，
確かに 1990 年代以降，労働条件規整権限の産業
レベルから事業所レベルへの分権化の動きが生じ
てはいるが，開放条項の内容を分析する限り，そ
れはあくまで産業レベルの労使関係によるコント
ロールの範囲内での現象に留まる。従って，ドイ
ツの産別協約を中心とした協約システムは，その
基本構造において，現在なお堅持されているもの
とみて良いであろう。
　もっとも，従来と比べれば，産別労使団体の組
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織率低下を主な理由として，産別協約の直接的な
適用率は低下しており，他方で，低賃金で就労す
る労働者が増加していることには疑いが無い。そ
れゆえ，最近のドイツにおいては，伝統的な協約
システムの機能を取り戻し，これを強化するため
に，全国一律の法定最低賃金制度の導入，および
一般的拘束力宣言制度の要件緩和という手段に
よって，国家がより積極的な介入に乗り出してい
る。もとより，従来のドイツにおいても，例えば
法規範としての労働協約の正当性を担保するため
に，労働組合に対しては協約能力を要求するな
ど，協約システムの維持について，国家は無関心
であったわけではない。しかし，憲法によって協
約自治が保障され，労働条件規整は国家よりも第
一義的には協約当事者が担うべきものと解されて
きたドイツにおいて，（逆説的かもしれないが）い
まや中核的労働条件である賃金につき最低基準規
制を導入することで，協約自治の強化が図られよ
うとしていることは，特筆すべきであろう。

Ⅲ　フランスにおける協約システム 18）

1　協約交渉の基本構造

（1）当事者
　フランスにおいては，憲法上，組合活動の自由

（libertés	syndicales）が個人の自由として保障され
ていることから，伝統的に複数組合主義が採られ
てきた。全国レベルでみても，フランスには労働
総同盟（CGT）をはじめ，5 ものナショナル・セ
ンター（いわゆる五大労組。CGT のほか，フランス
民主労働総同盟〔CFDT〕，CFTC〔フランス・キリ
スト教労働者総同盟〕，労働者の力〔CGT-FO〕，管理
職員総同盟〔CGC-CFE〕）が存在する。また，団体
交渉は，全国レベル，産業レベルおよび企業レベ
ルで行われるため，労働組合も各レベルにおいて，
それぞれ活動を展開することとなる。
　もっとも，フランスにおいては法律上，団体交
渉に参加し，労働協約を締結（署名）する権限は，
いわゆる「代表性」を備えた労働組合に限り付与
されている（労働法典 L.2231-1 条）。この点につき，
従来は 1966 年 3 月 31 日に当時の労働大臣により

発せられたアレテによって，前述の五大労組には
かかる代表性が無条件で認められており，また産
業レベル，企業レベルの労働組合も，五大労組に
加盟することで，代表性が認められてきた（代表
性の擬制）。しかし，「ギブ・アンド・テイク」交
渉としての協約交渉が増加し，労働協約が労働条
件の引き下げに機能する場面も生じるようになる
と，五大労組に加盟してさえいれば，少数の労働
者しか組織化していない労働組合にも協約締結権
限を認める従来のルールに対しては，疑義が提起
されるようになった。
　このため，2008 年 8 月 20 日の法律により代表
性の擬制は廃止され，現在では代表性の「民主（多
数決主義）化」が図られている 19）。すなわち，現
在では，労働組合に代表制が認められるためには，
直近の従業員代表選挙によって示される労働者か
らの支持率が最も重要な指標となっている。具体
的には，全国レベルおよび産業レベルでは，直
近の従業員代表選挙における有効投票数の 8％以
上，企業レベルではその 10％以上の支持を得た
労働組合にのみ，代表性が付与されることとなっ
ているのである（L.2122-5 条以下）。
　後述の通り，フランスにおける労働協約（特
に，産別協約）には，伝統的に「職業の法（loi	de	
profession）」としての地位が与えられているわけ
であるが，その正当性（légitimité）は，かかる代
表性の要求によって担保されているといえよう。
（2）団体交渉法制

　かくして，代表性が付与された労働組合は，使
用者若しくは使用者団体と団体交渉を行い，労働
協約を締結することが可能となる。フランスにお
いては，前述の通り，全国レベル，産業レベルお
よび企業レベルにおいて，それぞれ団体交渉が行
われるわけであるが，団体交渉の促進を目的とし
た 1982 年の労働法改革（いわゆるオルー法）以降，
産業レベルと企業レベルについては，一定の事項
に関する団体交渉が，法律上義務付けられている。
　それによれば，まず産業レベルでは，既に産業
別労働協約を締結している協約当事者は，賃金に
ついては毎年，男女間の職業上の平等，雇用能力
予測管理，障がい者雇用および職業訓練につい
ては 3 年毎に，職務格付けおよび賃金貯蓄につ
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いては 5 年毎に，交渉を行わなければならない
（L.2241-1 条以下）。もっとも，サービス産業を中
心に，労使交渉が活発でない産業も存在するが，
そのようなところでは労働行政が積極的に働きか
けて，労使当事者に対し交渉を促すのが実態のよ
うである。
　他方で，企業レベルでは，代表性を有する労働
組合の企業内組合支部がある企業に対し，男女間
の職業上の平等，賃金および労働時間，疾病扶助
制度，利益配当・賃金貯蓄および障がい者雇用に
ついて，毎年，組合と団体交渉を行うことを義務
付けられている（L.2242-1 条以下）。更に，300 人
以上の労働者を擁する企業，または 150 人以上の
労働者を擁する事業所若しくは企業をフランスに
置く EU レベルの企業では，雇用能力予測管理お
よび経営上の配置転換予防措置についても，3 年
毎に交渉を行わなければならないこととなってい
る（L.2242-15 条以下）。

2　産業別労働協約の意義と機能

　ところで，フランスにおいては，前述の通り複
数組合主義が採られ，また運動路線の違いゆえに
組合同士が激しく対立してきたこともあって，組
合組織率はかなり低い。とりわけ，1990 年代以
降から現在に至るまで，フランスの組合組織率は
約 8％で推移している。しかし，それにも関わら
ず，フランスはヨーロッパのなかでも最も協約適
用率が高い国となっている。その理由は以下の通
りである。
　フランスにおいては，労働協約が有効に成立し
た場合 20），当該協約の規範的効力は，まずは協
約締結の相手方たる使用者ないし使用者団体に加
盟している企業に雇用されている全ての労働者に
対して，及ぶ（労働協約の一般的効力，L.2254-1 条）。
これは，いわゆるサンディカリスムの影響により，
労働組合が，組合員のみならず労働者全体の利益
を代表して行動する存在と捉えられてきた歴史的	
経緯によるものである。そして更に，法定の要件 21）

を充たす場合には，労働大臣のアレテを通じて，
当該協約の適用範囲に含まれる全ての労働者およ
び使用者に対しても，当該協約が拡張適用され
ることとなる（労働協約の拡張適用制度，L.2261-15

条以下）。従って，ドイツにおけるのとは異なり，
フランスにおいては労働者側の組合加入の有無
は，協約の適用の有無に影響しない。
　そして，繰り返すように，フランスにおいて
は，全国レベル，産業レベルおよび企業レベルに
おいて，それぞれ団体交渉が行われるわけである
が，具体的な労働条件決定にとって中核的な役割
を果たしてきたのは，産業レベルで締結される産
業（部門）別労働協約である。フランスの産別協
約も，ドイツにおけるそれと同様，その主たる機
能は，当該産業における労働条件の最低基準を設
定し，かつ，当該産業における企業の競争条件を
同一化する点にあるが，Ⅱ 2で見た通り，ドイ
ツの産別協約が（直接的な）協約適用率を低下さ
せている一方で，フランスでは，先ほどの労働協
約の一般的効力および拡張適用制度が存在するが
ために，組合組織率は低いにも関わらず，産別協
約の適用率は極めて高い。現在でも，フランスの
産別協約は，98％の適用率を維持している。とり
わけ，拡張適用制度についていえば，フランスの
産別協約は，通常は法定の要件を充たす形で締結
されるため，基本的に当該産業における全ての労
働者に適用されることとなる。かくして，フラン
スの産別協約に対しては，これら独自のシステム
を背景として，伝統的に「職業の法」としての地
位が与えられてきたのである。

3　労働条件規整権限の分権化

　もっとも，フランスにおいても近年，労働条件
規整権限の産業レベルから，事業所レベルへの分
権化現象が指摘されている。ここで問題となるの
は，企業内組合代表との企業別協約による分権化，
および企業内従業員代表との企業別協約による分
権化であるが，以下では，それぞれの経緯と実態
について見てゆきたい。
（1）企業内組合代表との企業別協約による分権

化
　前述の通り，フランスにおいては，伝統的に産
別協約が労働条件規整にとって中核的な役割を果
たしてきたわけであるが，企業レベルでも，企業
内の組合代表 22）と個別使用者との間で，団体交
渉が行われ協約が締結されることから，1 人の労
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働者に対して複数の協約が適用される場面があり
うることになる。そして，その際の産別協約と企
業別協約の関係性は，従来フランスにおいてはい
わゆる「有利原則（principe	de	 faveur）」によっ
て整序されてきた。すなわち，従来，適用範囲の
広い協約（＝産別協約）が労働者に付与する権利
は，適用範囲がより狭い協約（＝企業別協約）によっ
て制約されることはなく，企業別協約は産別協約
よりも有利な内容である場合にのみ，その適用が
認められてきたのである（「規範の階層性」）。
　しかし，1971 年以降，企業内労使交渉を促進
する政策が採られ，また使用者側からは，企業レ
ベルでの実態に即した柔軟な労働条件規整の必
要性が主張されたことと相まって，2004 年 5 月 4
日のいわゆるフィヨン法 23）は，かかる有利原則
を覆すに至った。すなわち，現在では，産別協約
の適用除外という形を採ることで，企業別協約に
より産別協約を下回る労働条件を定めることが可
能となっている（L.2253-3 条）24）。
　もっとも，実態に目を向けると，かかる企業別
協約による産別協約の適用除外は，ほとんど進ん
でいないのが現状のようである。その理由として
は，そもそもフランスにおいては，特に中小企業
を中心に企業レベルでの労使関係が十分に成熟し
ておらず，適用除外のための企業別協約を締結す
る基礎を欠いていることが挙げられるが，それと
並んで，多くの産別協約がかかる適用除外を許容
していないことが大きい。すなわち，L.2253-3 条
によれば，企業別協約による適用除外が認められ
るのは，産別協約が明示的にこれを禁止する規定

（いわゆる「閉鎖条項（clause	de	fermeture）」）を置
いていない場合に限られるのであって，かかる閉
鎖条項が存在する場合には，適用除外はそもそも
認められない。そして，実態に目を向けると，か
かる閉鎖条項は，非常に多くの産業において採用
されており，適用除外に対する最も一般的な対抗
手段と捉えられている。このように見てゆくと，
確かにフランスにおいては，制度上，企業レベル
の労使関係による分権化の余地が認められてはい
るけれども，それは産業レベルの労使関係の力に
よって強く押し止められている状況にあると評価
できよう。

（2）企業内従業員代表との企業別協約による分
権化

　ところで，2004 年のフィヨン法は，分権化と
の関係においては，もう一つの重要な改革を行っ
たとされる。それが，従業員代表に対する企業レ
ベルでの団体交渉および協約締結権限の付与であ
る。
　フランスにおける従業員代表には，労働者 50
人以上の企業で設置が義務付けられる企業委員
会（comité	d’entreprise）と，労働者 11 人以上の
事業所で設置が義務付けられる従業員代表委員会

（délégués	du	personnel）とが存在する。ただ，こ
れらはいずれも諮問機関として位置付けられてお
り，また団体交渉および協約締結権限は（代表性
を有する）労働組合によって独占されてきたため，
従来これらの従業員代表には労働条件規整権限は
認められてこなかった。しかし，組合組織率が低
いなかで，特に中小規模の企業においては，企業
内に組合代表委員が存在しない場合が多いことか
ら，企業レベルでの労使交渉を拡大する必要性が
認識されたため，フィヨン法によって，従業員代
表にも一般的に団体交渉および協約締結権限が認
められるに至ったのである。そして，その後の
2008 年法による改正を経て，現在では，労働者
が 200 人を下回る企業において，組合代表委員が
存在しない場合には企業委員会，また企業委員会
が存在しない場合には従業員代表委員会が，団体
交渉を行い，企業別協約を締結することが可能と
なっている（L.2232-21）。
　但し，かかる協約が有効となるためには，産業
レベルの労働組合および使用者団体の代表者から
なる産業別同数委員会の承認を得なければならな
い。その点では，従業員代表には無条件に労働条
件規整権限が付与されているわけではなく，ここ
でも産別レベルの労使関係によるコントロールが
及んでいる点には，注意を要しよう。

4　小　括

　フランスの協約システムにおいては，「職業の
法」たる産別協約が，組合加入の有無に関わらず
広く労働者に適用され，当該産業における労働条
件の最低基準を設定するとともに，企業の競争条
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件の同一化を図ってきた。そして，現在にあって
も，かかる基本構造につき特段の変化は見受けら
れない。すなわち，2でみたように，組合組織率
は 8％と低水準でありながら，フランスの産別協
約は今なお，98％の適用率を維持している。また，
2004 年のフィヨン法によって，企業レベルの労
使関係による労働条件規整の途が開かれはしたけ
れども，その制度上，全く産業レベルの労使関
係の手を離れて規範設定を行いうる構造にはなっ
ておらず，また実態としても，産業レベルからの
強いコントロールが及んでいる状況にある。確か	
に，1982 年のオルー法から 2004 年のフィヨン法
を経て，大企業を中心に企業レベルの団体交渉お
よび協約締結は，非常に活発になってはいるもの
の，とりわけ最低労働条件の設定という機能にお
いては，産業レベルでの団体交渉および協約締結
は，その重要性を維持しているといえる。
　ところで，フランスにおける最大の特徴は，協
約システムにおいて国家の果たす役割が極めて大
きい点にあるといえよう。ドイツとは異なり，協
約自治の概念を持たないフランスにおいては，労
使交渉は歴史的にも，国家による強い介入のもと
で促進されてきた 25）。このことは法的にみると，
組合に対する代表性の要求，団体交渉の義務付け，
非組合員への協約適用をも可能とする協約の一般
的効力および拡張適用の制度として，具体的に現
れている。また，団体交渉が行き詰っている産業
における交渉の促進のために，労働行政が果たす
役割も大きい。このようにみると，低い組合組織
率にも関わらず，極めて高い協約適用率を実現し
ているフランスの協約システムは，労使当事者よ
りも，むしろ国家のイニシアティヴによって維持
されていると評価するのが適切であろう。

Ⅳ　結びに代えて

　最後に，これまで見てきたドイツおよびフラン
スにおける協約システムの異同について整理する
とともに，日本の検討課題を指摘することで，本
稿の結びに代えることとしたい。

1　ドイツ・フランスの異同

　本稿での検討によれば，ドイツおよびフランス
における協約システムのいずれにおいても，現在
なお，法規範ないし「職業の法」としての位置付
けを有する産別協約が中核に据えられ，また機能
的にもほぼ同一の機能（当該産業における，①最低
労働条件の設定 26）および②企業間の競争条件の同一
化）を果たしていることが明らかとなった。ただ，
両国のシステムは，その成立にかかる歴史的・社
会的背景が異なることから，根本的な相違がある
ことには疑いが無い。このことは，ドイツにおい
ては，労働組合が歴史的には結社の一形態として，	
自発的加入意思に基づく団結体として結成され 27），
従って，第一義的には組合員の利益を代表すべき
ことから，協約の規範的効力も原則として組合員
に対してしか及ばないこととされているのに対
し，フランスにおいては，サンディカリスムの影
響により労働組合が労働者全体の利益代表と捉え
られてきたという歴史的経緯があり，それゆえに
組合加入の有無は協約適用の有無に影響しないこ
ととされている点において，最も鮮明に現れてい
るといえよう。
　しかし，このような違いがあるなかで，ドイツ
は最近，ある側面においてフランスに接近しつつ
ある。それは，伝統的な協約システムを維持し，
これを実効的に機能させるために，様々な形で介
入を行おうとする国家の姿勢に他ならない。Ⅲ 4
でみた通り，フランスにおける協約システムは，
もとより国家の強いイニシアティヴのもとで維
持・発展してきたわけであるが，これまで協約自
治を尊重してきたドイツも，近年の協約適用率の
低迷に直面して，今や，全国一律の法定最低賃金
制度の導入，および一般的拘束力宣言制度の要件
緩和という，より積極的な介入によって，従来の
協約システムの機能を取り戻そうとしているので
ある。

2　日本の検討課題

　かかるドイツおよびフランスにおける協約シス
テムの現状から，日本は何を学ぶべきであろうか。
ドイツおよびフランスとの比較を念頭に置けば，
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日本における協約システムの特徴が浮かび上がっ
てくる。
　すなわち，我が国の労働組合法によれば，協約
の規範的効力は，ドイツと同様，あくまで当該協
約を締結した労働組合の組合員に及ぶのが原則と
なっている 28）。しかし，ドイツとは異なり，我
が国の労働組合は伝統的に企業別組合として組織
されてきたため，1 つの協約の適用範囲は当該企
業を超えることはない。例外として，労組法 18
条が地域単位の拡張適用制度を定めているもの
の，産業レベルでの団体交渉は全日本海員組合や，
全国建設労働組合総連合の例を除いては存在しな
いため，これが用いられることは極めて稀である。
かかる労使関係の実態と法制度の構造ゆえに，我
が国においては組合組織率の低下 29）は，直ちに
協約適用率の低下をもたらすこととなる。むしろ，
全ての組合が協約締結に至っているわけではない
ことを考慮すると，協約適用率は組合組織率を更
に下回ることとならざるを得ない。労働者が多様
化し，またその利益が多様化している現在にあっ
ては，かかる傾向はとりわけ顕著となろう。
　更に，我が国の憲法 28 条は複数組合主義を採
るものとされ，（その組織規模等に関わらず）全て
の労働組合には，労働組合法 2 条および 5 条 2 項
が定める要件を充たす限りにおいて，協約締結権
が認められることとなっている。言い換えれば，
ドイツにおける協約能力（とりわけ社会的実力）や，
フランスにおける代表性の具備は要件とされてい
ない。そのため，締結された労働協約の内容につ
いては，少なくともドイツやフランスにおけるよ
うな形での正当性の担保は存在しないといえる。
　本稿でみたドイツおよびフランスの協約システ
ムは，その基本的構造や，協約が実際に果たして
いる機能など，多くの点において，我が国におけ
るそれとは大きく異なるがゆえに，直接の示唆を
与えてくれるわけではない。しかし，日本の協約
システムの現状をみるに，その機能を取り戻すた
め，あるいはこれを強化するために，国家は何を
すべきであるのか（あるいは，何をすべきでないの
か）という問題を，我が国においても改めて考え
てみる必要があることを，両国の経験は，我々に
教えてくれているように思われる 30）。

＊本稿のうち，フランスの動向については，労働政策研究・研
修機構の細川良研究員（労使関係部門・労働法専攻）から有
益なアドバイスを戴いた。記して，謝意を表したい。
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〔追記〕　本稿脱稿後，本稿で取り扱ったテーマに関わる論稿と
して，榊原嘉明「ドイツ労使関係の変化と協約法制の現在」
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やまもと・ようた　労働政策研究・研修機構労使関係部
門研究員｡ 最近の主な著作に「解雇規制をめぐる法理論」
季刊労働法 245 号，2014 年，188 頁。労働法専攻｡
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